
選 挙 管 理 委 員 会 次 第
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選挙人名簿定時登録（令和８（2026）年３月）について

定時登録資格要件

１ 基準日及び登録日（第２２条）

(1) 基準日 令和８（2026）年３月１日（日）

(2) 登録日 令和８（2026）年３月２日（月）

２ 登録要件（第９条）

(1) 国政選挙の選挙権のある者

  ア 日本国民であること

  イ 年齢満１８年以上である者（平成２０（2008）年３月２日以前の出生者）

(2) 住所要件（第２１条及び第２８条）

  ア 令和７（2025）年１２月１日（当該届出をした日）以前の転入者で、引き続き

本市の住民であること。（３か月要件）

  イ 令和７（2025）年１１月１日から令和８（2026）年２月２８日までの間の転出

者で３か月以上住民基本台帳に記録されていた者

  ウ 帰化した者は、帰化の届出をした日以後、引き続き本市の住民であること。

３ 抹消者（第１１条及び第２８条）

(1) 令和７（2025）年１０月３１日以前に転出した者（４か月要件）

(2) 前回の登録時（令和８（2026）年１月２６日）において登録のあった者で、令和

８（2026）年３月１日までに死亡した者

(3) 欠格事項に該当した者

４ その他（「転出者」で表示される者（第２７条））

令和７（2025）年１１月１日以降の転出者
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令和８（2026）年３月１日現在の選挙人名簿登録者数は次のとおりです。

（参考）選挙時登録（１月）からの増減

転出者

死亡者

欠格者

123 人 92 人 215 人

抹消者数

0 人0 人0 人その他

20 人 23 人 43 人

99 人

0 人0 人0 人

228 人

76 人 185 人

増減者数 －6 人 －7 人 －13 人

３月定時登録者数 24,738 人 23,739 人 48,477 人

第11区

区分 男 女 計

選挙時登録者数 24,744 人 23,746 人 48,490 人

登録者数

129 人

109 人

備考

選挙人名簿登録者数（３月定時登録）

女

23,739 人

備考計

48,477 人

選挙区 男

24,738 人
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　付 　　表

男 女 計

みよし市 三好 3,224 3,120 6,344

北部 3,350 3,225 6,575

南部 2,503 2,410 4,913

西部 2,964 2,734 5,698

天王 3,458 3,234 6,692

三好丘 3,237 3,154 6,391

緑丘 2,929 2,949 5,878

黒笹 3,073 2,913 5,986

24,738 23,739 48,477

開票区数 1 投　票　区　数 8

開票区名 投票区名

内　　訳　

合　　　計
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男 女 計

前回登録 増　減 今回登録 前回登録 増　減 今回登録 前回登録 増　減 今回登録

三好 3,220 ＋4 3,224 3,124 －4 3,120 6,344 　 0 6,344

北部 3,357 －7 3,350 3,226 －1 3,225 6,583 －8 6,575

南部 2,499 ＋4 2,503 2,403 ＋7 2,410 4,902 ＋11 4,913

西部 2,963 ＋1 2,964 2,735 －1 2,734 5,698 　 0 5,698

天王 3,460 －2 3,458 3,230 ＋4 3,234 6,690 ＋2 6,692

三好丘 3,237 　 0 3,237 3,157 －3 3,154 6,394 －3 6,391

緑丘 2,938 －9 2,929 2,957 －8 2,949 5,895 －17 5,878

黒笹 3,070 ＋3 3,073 2,914 －1 2,913 5,984 ＋2 5,986

合　　計 24,744 －6 24,738 23,746 －7 23,739 48,490 －13 48,477

投票区

今回定時登録（令和８（2026）年３月１日現在）における選挙人名簿登録者数及び増減表

前回選挙時登録（令和８（2026）年１月２６日）と
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　　　世　代　別

男 女 計 前回登録 増減 今回登録 前回登録 増減 今回登録 前回登録 増減 今回登録

18歳 350 321 671 351 -1 350 323 -2 321 674 -3 671

19歳 319 286 605 319 0 319 278 8 286 597 8 605

20歳 334 289 623 337 -3 334 288 1 289 625 -2 623

21歳から25歳まで 1,811 1,678 3,489 1,819 -8 1,811 1,696 -18 1,678 3,515 -26 3,489

26歳から30歳まで 1,800 1,517 3,317 1,801 -1 1,800 1,508 9 1,517 3,309 8 3,317

31歳から35歳まで 1,733 1,603 3,336 1,733 0 1,733 1,596 7 1,603 3,329 7 3,336

36歳から40歳まで 1,887 1,631 3,518 1,893 -6 1,887 1,626 5 1,631 3,519 -1 3,518

41歳から45歳まで 2,005 1,725 3,730 1,996 9 2,005 1,737 -12 1,725 3,733 -3 3,730

46歳から50歳まで 2,124 1,963 4,087 2,131 -7 2,124 1,972 -9 1,963 4,103 -16 4,087

51歳から55歳まで 2,764 2,733 5,497 2,761 3 2,764 2,737 -4 2,733 5,498 -1 5,497

56歳から60歳まで 2,488 2,214 4,702 2,492 -4 2,488 2,218 -4 2,214 4,710 -8 4,702

61歳から65歳まで 1,895 1,649 3,544 1,890 5 1,895 1,647 2 1,649 3,537 7 3,544

66歳から70歳まで 1,321 1,223 2,544 1,319 2 1,321 1,213 10 1,223 2,532 12 2,544

71歳から75歳まで 1,183 1,255 2,438 1,178 5 1,183 1,256 -1 1,255 2,434 4 2,438

76歳から80歳まで 1,229 1,538 2,767 1,229 0 1,229 1,530 8 1,538 2,759 8 2,767

81歳以上 1,495 2,114 3,609 1,495 0 1,495 2,121 -7 2,114 3,616 -7 3,609

24,738 23,739 48,477 24,744 -6 24,738 23,746 -7 23,739 48,490 -13 48,477

世代
内　　訳　

前回選挙時登録（令和８（2026）年１月２６日現在）からの増減表

男 女 計

みよし市

合　　　計
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　令和８（2026）年３月１日現在の在外選挙人名簿登録者数は次のとおりです。

選挙区 男 女 計 備考

第11区 19 人 15 人 34 人

（参考）

区分 男 女 計 備考

選挙時登録者数 19 人 15 人 34 人

登録者数 0 人 0 人 0 人

抹消者数 0 人 0 人 0 人

３月定時登録者数 19 人 15 人 34 人

増減者数 　0 人 　0 人 　0 人

在外選挙人名簿登録者数
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付表 （単位：人）

男 女 計

3 人 3 人 6 人

0 人 1 人 1 人

1 人 0 人 1 人

1 人 0 人 1 人

1 人 0 人 1 人

1 人 0 人 1 人

0 人 1 人 1 人

0 人 1 人 1 人

7 人 6 人 13 人

1 人 1 人 2 人

2 人 1 人 3 人

1 人 0 人 1 人

0 人 1 人 1 人

0 人 1 人 1 人

0 人 1 人 1 人

2 人 0 人 2 人

6 人 5 人 11 人

0 人 1 人 1 人

0 人 1 人 1 人

6 人 1 人 7 人

6 人 3 人 9 人

0 人 1 人 1 人

0 人 1 人 1 人

19 人 15 人 34 人

在デンバー日本国総領事 アメリカ合衆国

在タイ日本国大使

大韓民国在釜山日本国総領事

在デトロイト日本国総領事 アメリカ合衆国

在アトランタ日本国総領事

マレーシア

公益財団法人日本台湾交流協会
　台北事務所長

台湾

北米

アジア

在広州日本国総領事

マレーシア在ペナン日本国総領事

アメリカ合衆国

フィリピン共和国

アメリカ合衆国

在マレーシア日本国大使

在中華人民共和国日本国大使 中華人民共和国

在トロント日本国総領事

アメリカ合衆国

在コロンビア日本国大使

合計

在ギニア日本国大使 ギニア共和国

小計
アフリカ

中南米

小計

ブラジル連邦共和国

アメリカ合衆国

タイ王国、台湾

中華人民共和国

在ニューヨーク日本国総領事

小計

在ロサンゼルス日本国総領事

在クリチバ日本国総領事 ブラジル連邦共和国

小計

カナダ

在フィリピン日本国大使

在サンパウロ日本国総領事

コロンビア共和国

在サンフランシスコ日本国総領事

内訳

国名等経由領事館の名称

経由領事館の名称

地域
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選挙権を有する者の５０分の１の数の告示

みよし市選挙管理委員会告示第１５号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項に規定す

る選挙権を有する者の総数の５０分の１の数は、９７０である。

  令和８年３月２日

みよし市選挙管理委員会

委員長 石 原 正 裕    

（参考）

前回選挙時登録（令和８年１月２６日）

※ 登録者数

  ４８，４９０人 ÷ ５０ ＝ ９６９．８

                ≒ ９７０（小数点切り上げ）

※ 登録者数

４８，４７７人 ÷ ５０ ＝ ９６９．５４

                ≒ ９７０（小数点切り上げ）

・ 地方自治法第７４条第１項 条例の制定又は改廃の請求

・   同  第７５条第１項 監査の請求
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選挙権を有する者の３分の１の数の告示

みよし市選挙管理委員会告示第１６号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条

第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３

１年法律第１６２号）第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の

数は、１６，１５９である。

  令和８年３月２日

みよし市選挙管理委員会

委員長 石 原 正 裕    

（参考）

前回選挙時登録（令和８年１月２６日）

※ 登録者数

４８，４９０人 ÷ ３ ＝ １６，１６３．３３３・・・・・

              ≒ １６，１６４（小数点切り上げ）

※ 登録者数

４８，４７７人 ÷ ３ ＝ １６，１５９

              ≒ １６，１０３（小数点切り上げ）

・地方自治法第７６条第１項 議会の解散請求

・  同  第８０条第１項 議員の解職請求

・  同  第８１条第１項 長の解職請求

・  同  第８６条第１項 主要公務員（副市長、選挙管理委員、監査委員等）

の解職請求

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項

               教育委員会の教育長又は委員の解職請求
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